
随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

1
放課後児童健全育成事業
（児童クラブ）運営委託
契約

学び推進課
⻘少年育成担
当
℡ 74-1111
(内線)282

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

NPO法人寒川学童保育会
理事⻑ 蓑島 眞⼸
所在地 神奈川県高座郡
寒川町岡田1-22-19

64,928,950円 児童クラブの運営を目的とした町の子育て団体が1団体のみのため
地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

2
第54回寒川町文化祭事業
委託契約

学び推進課
文化・生涯学
習担当
℡ 74-1111
(内線)281

令和5年5月25日
令和5年5月25日から
令和5年12月31日まで

寒川町文化祭実行委員会
実行委員⻑ 田中 秀昭
所在地 神奈川県高座郡
寒川町宮山165番地

600,000円

〇寒川町文化連盟を中⼼とした文化祭実行委員会は、⻑年、委託業務を良好に実行
し、文化祭参加団体の多くが文化連盟に加盟しているため、団体間の調整等が容易
にできるなど円滑な業務運営が行える。
〇作品などの展示や発表、体験講座等について、開催準備等も含めて十分な能力を
有しており、文化振興を目的に活動している寒川町文化連盟の加盟団体によって組
織されている町内唯一の文化活動団体であるため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

3
スズメバチ駆除委託（そ
の３）

環境課

℡ 74-1111
(内線)432

令和5年 4月27日
令和5年4月27日から
令和6年3月31日まで

株式会社ＳＫサービス

所在地 神奈川県高座郡
寒川町大曲2-8-14

720,500円

再度入札等を実施する時間的余裕がないため
◎経 過
令和5年3月27日開札 予定価格以下なし、不調
令和5年4月27日再開札 予定価格以下なし、不調

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第８号

4
寒川町公共施設（低圧施
設）再生可能エネルギー
比率100％電力調達

環境課

℡ 74-1111
(内線)432

令和5年 9月22日
令和5年10月1日から
令和6年9月30日まで

コスモ石油マーケティン
グ株式会社

所在地 東京都港区芝浦
1-1-1

01̲No.4̲別紙̲公共施設
（低圧施設）再エネ比率
100％電力̲単価内訳書に
記載

再度入札等を実施する時間的余裕がないため
◎経 過
令和5年9月14日開札 予定価格以下なし、不調

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第８号

5 可燃ごみ等収集運搬委託

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川公衆衛生社

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮4−11−32

115,500,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が一般廃棄物の収集運搬を委
託する場合には、受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎
を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であるこ
とが必要な要件とされている。特に、可燃ごみについては、その特性上、特段に迅
速かつ適正な収集が行われなければならない。そのため、収集を行うに足りるじん
芥収集車、収集員を有するだけでなく、一般家庭からの可燃ごみ等の収集運搬の経
験、当該業務に関する様々な知識などを有し、確実に業務を遂行することが出来る
事業者との随意契約を行う。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号及び『廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行令』第
四条

6
資源物(ペットボトル)収
集運搬委託

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川公衆衛生社

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮4−11−32

11,440,000円

業務の内容上、じん芥収集運搬委託(可燃粗大ごみ・不燃ごみ・資源物)と同一の業
者でないと業務に支障が生じるため、同一の事業者との随意契約を行う。 地方自治法施行令第167条の2第

1項第2号

7
資源物収集コンテナ等配
布委託

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川公衆衛生社

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮4−11−32

2,398,000円

業務の内容上、じん芥収集運搬委託(可燃粗大ごみ・不燃ごみ・資源物)と同一の業
者でないと業務に支障が生じるため、同一の事業者との随意契約を行う。 地方自治法施行令第167条の2第

1項第2号
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8
死畜収集運搬委託(1体単
価契約)

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川公衆衛生社

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮4−11−32

小動物 6,600円
中・大型動物 12,100円

業務の内容上、じん芥収集運搬委託(可燃粗大ごみ・不燃ごみ・資源物)と同一の業
者が適しているため、同一の事業者との随意契約を行う。 地方自治法施行令第167条の2第

1項第2号

9
焼却灰資源化処理委託
(単価契約)

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

中央電気工業株式会社
所在地 茨城県鹿嶋市大
字光4番地

メルテック株式会社
所在地 栃木県小山市大
字梁2333番地29

57,200円(中央電気・焼却
灰,固化灰)
54,626円(メルテック・焼
却灰)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が一般廃棄物の処理又は再生
を委託する場合には、あらかじめ、市町村において処分又は再生の場所及び方法を
指定し、当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村と事前の協議を行
わなければならない。そのため、事前の協議が完了した市町に所在し、当町及び近
隣他市町においても実績を有する事業者との随意契約を行う。

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令第4条
地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

10
焼却灰運搬処分委託
(単価契約)

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

千葉産業クリーン株式会
社
所在地 千葉県銚子市小
浜町2950番地

グリーンフィル小坂株式
会社
所在地 秋田県鹿角郡小
坂町小坂鉱山字尾樽部60
番地1

30,800円(千葉産業クリー
ン)
36,300円(グリーンフィル
小坂)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が一般廃棄物の処理又は再生
を委託する場合には、あらかじめ、市町村において処分又は再生の場所及び方法を
指定し、当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村と事前の協議を行
わなければならない。そのため、事前の協議が完了した市町に所在し、当町及び近
隣他市町においても実績を有する事業者との随意契約を行う。

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令第4条
地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

11
公共施設産業廃棄物（不
燃系）処理業務委託
(単価契約)

環境課

℡ 74-1111
(内線)436

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川公衆衛生社
所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮4-11-32

2,000,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の運搬又は処理を委託す
る場合には、神奈川県が発行する産業廃棄物の取り扱いについての許可証を有し、
対象品目（廃プラスチック、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず）の取
り扱いを行っている事業者である必要がある。その上で、業務上必要となる当町の
一般廃棄物収集運搬業務の許可証も有し、緊急案件等でも確実に業務が遂行出来る
設備を有している事業者が他にいないため、随意契約を行う。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

12
違反ごみ及び蛍光灯等収
集運搬委託

環境課

℡ 74-1111
(内線)434

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川公衆衛生社

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮4−11−32

4,785,000円

業務の内容上、可燃ごみ等収集運搬委託と同一の業者が適しているため、同一の事
業者との随意契約を行う。 地方自治法施行令第167条の2第

1項第2号

13
剪定枝資源化委託
(単価契約)

環境課

℡ 74-1111
(内線)436

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社都実業
所在地 神奈川県鎌倉市
城廻640-3番地

剪定枝葉 18.7円
幹 18.7円
混載物 28.6円
竹・シュロ 36.3円
草 23.1円
竹根・シュロ根 52.8円
根株 36.3円
根草 20.9円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が一般廃棄物の処理又は再生
を委託する場合には、あらかじめ、市町村において処分又は再生の場所及び方法を
指定し、当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村と事前の協議を行
わなければならない。そのため、事前の協議が完了した市町に所在し、当町におい
ても実績を有する事業者との随意契約を行う。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号
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14 指定収集袋保管倉庫借上

環境課

℡ 74-1111
(内線)436

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川紙業
所在地 神奈川県高座郡
寒川町大曲3丁目19番3号

1,212,000円
有限会社寒川紙業の保有倉庫がフォークリフト等、賃貸条件や保管条件に適してお
り、過去の実績にて業務内容も良好であったため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号

15 し尿収集運搬委託

環境課

℡ 74-1111
(内線)436

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社寒川紙業
所在地 神奈川県高座郡
寒川町大曲3丁目19番3号

28,600,000円
し尿の取扱いができる一般廃棄物収集運搬業許可業者であり、家庭への汲み取りを
行うことのできる車輌を保有しているのは、寒川町内では有限会社寒川公衆衛生社
以外にはないため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号及び『廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施行令』第
四条

16
寒川町美化センター水槽
清掃及び残渣運搬処理業
務委託

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和５年 ６月２６日
令和５年６月２６日から
令和６年３月２０日まで

クリーンサービス株式会
社 神奈川支店
所在地
神奈川県横須賀市金谷3-
4-8

3,982,000円

美化センター内の水槽を清掃し発生する残渣等を処理する本業務委託は受入を行わ
ない週休日等に実施し、翌週からの受入業務に支障がないよう迅速に行わなければ
ならないほか、水槽内危険作業を伴う業務の特性上、酸素欠乏危険作業等に精通
し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他関係法令等を遵守し適正処理か
つ迅速な作業を行える者が請負う必要がある。
また本業務委託は美化センターより残渣（一般廃棄物：脱水汚泥）を処理施設まで
運搬し処理するため、本町の一般廃棄物収集運搬業許可の他、処理施設がある市区
町村の一般廃棄物処理業許可を有する必要がある。
一方、受入可能な施設があったとしても、周辺住⺠へ配慮する必要などもあること
から、本町においては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に基づき、処理施
設があります市区町村との間で事前協議を行い、当該市区町村の理解を得た上で、
美化センターの運営に支障が生じない日程を定め事前通知を行う必要がある。
クリーンサービス株式会社は上記条件を全て満たしており、処理施設の所在地であ
る沼津市からも事前協議において理解を得られているため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

17
寒川町美化センターフロ
ン機器点検委託

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和４年 5月26日
令和４年5月26日から
令和５年３月31日まで

ダイキン工業株式会社
所在地
東京都大田区大森⻄三丁
目29番7号

５２，８００円 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び寒川町契約規則30条の2に該当
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第１号

18
寒川町美化センター警備
業務委託

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和４年 ４月１日
令和４年４月１日から
令和7年３月31日まで

株式会社特別警備保障
所在地
神奈川県平塚市四之宮二
丁目14番52号

月額単価：18,810円
総額：677,160円

本委託業務は寒川町美化センターの火災、事故、盗難等の防止を図り人命及び財産
の安全確保を目的としており、常時継続的に業務が遂行されなければならない。
株式会社特別警備保障は⻑年美化センターの警備業務を行っており、同業者と契約
締結することで既存警備機器を活用し、常時継続的に一体的かつ円滑な警備が保証
されるとともに、緊急時においても迅速な対応が可能であるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号
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19
寒川町美化センター脱水
汚泥運搬処理査業務委託

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 ４月１日
令和5年４月１日から
令和６年３月31日まで

株式会社エコ計画
所在地
埼玉県さいたま市浦和区
仲町4-2-20 エコ計画浦
和ビル

単価契約
（予算額7,603,200円）

本業務委託は美化センターより発生する脱水汚泥を処理施設まで運搬し処理するた
め、本町の一般廃棄物収集運搬業許可の他、処理施設がある市区町村の一般廃棄物
処理業許可を有する必要がある。
一方、受入可能な施設があったとしても、周辺住⺠へ配慮する必要などもあること
から、本町においては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に基づき、処理施
設があります市区町村との間で事前協議を行い、当該市区町村の理解を得た上で行
う必要がある。
株式会社エコ計画は上記条件を全て満たしており、処理施設の所在地である寄居町
からも事前協議において理解を得られているため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

20
寒川町美化センターＤＣ
Ｓシステム点検整備工事

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 9月19日
令和5年9月19日から
令和6年３月15日まで

アズビル株式会社
ビルシステムカンパニー
横浜支店
所在地
神奈川県横浜市⻄区みな
とみらい2-2-1

5,102,900円

本工事は美化センターの運転監視操作の集中化と高度化を図り分散された機能間を
統合する同施設の中枢システムであるDCS システム及びその計器類の整備等を行う
もの。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6 条の2 第1 項の規定により、市町村
はその区域内の一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに収集運搬し
処分することが求められており、また寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務
の委託に関する規約第1 条に基づき茅ヶ崎市よりし尿処理に関する管理及び執行の
事務委託を受けていることから、し尿等の受入を⻑期間停止するとはできない。そ
のため、本工事実施にあたっては、迅速かつ適正に業務を行いし尿等の受入に支障
をきたさない工程管理を行える者が請負う必要がある。
また、DCS システムはアズビル株式会社の独自システムであるため、他の者が整備
等を行った場合、し尿処理の根幹を成す同システムの運用に支障が生じ運転停止と
なる恐れがある。ついては本施設DCS システムと密接不可分の関係にあり、唯一技
術的ノウハウを所有しており、システム導入当初より定期的な整備等を行い、迅速
かつ適切な工程管理が可能で、し尿等の受入に支障をきたさない施工が可能である
ため

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号
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21
寒川町美化センタースク
リューポンプ等整備工事

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 8月30日
令和5年8月30日から
令和6年３月15日まで

株式会社トーシン
所在地
東京都⻘梅市藤橋3-14-3

29,130,200円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6 条の2 第1 項の規定により、市町村はその
区域内の一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに収集運搬し処分す
ることが求められており、また寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の委託
に関する規約第1 条に基づき茅ヶ崎市よりし尿処理に関する管理及び執行の事務委
託を受けていることから、し尿等の受入を⻑期間停止することはできない。そのた
め、本工事実施にあたっては、迅速かつ適正に業務を行いし尿等受入に支障をきた
さない工程管理を行える者が請負う必要がある。また、本工事はし尿処理施設の複
数の機械設備工事という特性上、整備箇所のみならず、それぞれ関連する機器の不
具合や劣化状況等も併せて確認し、技術的見解を交えた報告及び今後の改善策の提
言を行う必要があるため、本施設機械設備の整備状況や特性を熟知した者が請負う
必要がある。ついては、株式会社トーシンは平成14 年度よりスクリューポンプ等機
械設備の点検整備を行っており、迅速かつ適正な工程管理で、し尿等の受入に支障
を及ぼすことなく整備を実施しており、また本施設機械設備のこれまでの整備状況
や劣化具合等の特性を熟知していることから、適切な整備と併せて技術的見解を交
えた今後の整備箇所の的確な提案等が可能であるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

22
寒川町美化センター汚泥
脱水機等整備工事

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 9月1日
令和5年9月1日から
令和6年３月15日まで

積水アクアシステム株式
会社 東京事業所
所在地
東京都中央区築地4丁目7
番5号

5,656,200円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の規定により、市町村はその区
域内の一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに収集運搬し処分する
ことが求められており、また寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の委託に
関する規約第1条に基づき茅ヶ崎市よりし尿処理に関する管理及び執行の事務委託
を受けていることから、し尿等の受入を⻑期間停止するとはできず、整備工事を実
施する際も迅速かつ適正な工程管理を行える者が請負う必要がある。
美化センターの汚泥脱水機は積水アクアシステム株式会社の製品であり、これまで
同社よりオーバーホール、メンテナンス工事等を事業継承され、唯一技術的ノウハ
ウを所有し、部品到達が可能であった株式会社清流メンテナンスが整備していた
が、令和4年12月1日付にて、アフターメンテナンス等脱水機販売事業に関するすべ
ての事業について積水アクアシステム株式会社へ事業譲渡された。
ついては、現在唯一技術的ノウハウを所有しており、部品調達が可能な積水アクア
システム株式会社と随意契約することで、し尿等の受入に支障をきたさない迅速な
工程管理かつ適正な施工が可能であるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

23
寒川町美化センター脱臭
装置等整備工事

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 6月22日
令和5年6月22日から
令和6年３月15日まで

ミウラ化学装置株式会社
東京支店
所在地
東京都豊島区北大塚2-
17-10

3,546,532円

本工事は公害の無い衛生的な処理を継続するため、美化センターのし尿処理で発生
する悪臭を脱臭する脱臭装置の制御盤について整備するもので、本装置は常時し尿
処理で発生する悪臭を除去しており、公害の発生防止に必要不可欠なため、整備工
事を行う際も装置停止期間が最短となる工法を立案し、迅速かつ適正な工程管理を
行える者が請負う必要がある。
美化センターの脱臭装置はミウラ化学装置株式会社の製品であり、同社は美化セン
ターの脱臭装置について熟知・精通し、唯一技術的ノウハウを所有していることか
ら、迅速かつ適正な工程管理が可能であり、公害の生じない衛生的な施工が可能で
あるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号
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24
寒川町美化センター調整
槽補修工事

環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 6月22日
令和5年6月22日から
令和6年３月15日まで

月島JFEアクアソリュー
ションJ株式会社
所在地
神奈川県横浜市中区相生
町三丁目56番地1

13,200,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の規定により、市町村はその区
域内の一般廃棄物を生活環境の保全上、支障が生じないうちに収集運搬し処分する
ことが求められていることから、常に適正なし尿処理体制を確保する必要がある。
しかし、本工事の実施には14日間程度の施設停止が必要不可欠なため、藤沢市と協
定を締結し、工事期間中のし尿等についての処理体制を確保した。
ついては、藤沢市の廃棄物処理計画及び施設の運用に支障が生じない期間での施工
が絶対条件となるため、本工事実施にあたっては、迅速かつ適正な工程管理を行え
る者が請負う必要がある。
また、本工事は美化センターでの生物処理に必要不可欠な生物濃度を一定に保つ働
きを担う調整槽の工事であることから、本施設の生物処理工程を熟知しかつ、処理
方式やその特性について深く理解している者が請負う必要がある。
JFE環境テクノロジー株式会社は本施設を建設した三井鉱山株式会社の関連企業で
あり、美化センターの処理方式や処理工程を熟知しており、その特性についても深
く理解していることから、迅速かつ適正な工程管理が可能であり、藤沢市の廃棄物
処理計画及び施設の運用に支障を及ぼすことなく工事が可能。
また工事後、生物処理工程全体における適切な点検調整が可能であり、安定的な生
物処理の維持が可能であるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

25 汚泥脱水機用 上ろ布 他1件
環境課
美化センター
℡ 74-3341

令和5年 10月12日
令和5年10月12日から
令和6年3月15日まで

積水アクアシステム株式
会社 東京事業所
所在地
東京都中央区築地4丁目7
番5号

1,126,400円
今回購入を希望するろ布は寒川町美化センターにある積水アクアシステム株式会社
製汚泥脱水機ＢＰ１２型専用のろ布であり同社オリジナル製品であることから他者
では調達することができないため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

26
元気はっけん広場（集合
版）事業委託契約

高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

セントラルスポーツ株式
会社

東京都中央区新川1-21-2

6,525,200円 介護予防事業委託プレゼンテーションで選考
  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

27
元気はっけん広場（在宅
版）事業委託契約

高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

セントラルスポーツ株式
会社

東京都中央区新川1-21-2

792,000円 介護予防事業委託プレゼンテーションで選考
  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

28 介護予防講師派遣事業
高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

セントラルスポーツ株式
会社

東京都中央区新川1-21-2

単価契約
開催経費8,800円
専門指導員11,000円
補助員7,700円
174回予定

介護予防事業委託プレゼンテーションで選考
  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号
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29
高齢者健康トレーニング
教室事業委託

高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 5月1日
令和5年5月1日から
令和6年3月31日まで

シンコースポーツ株式会
社

東京都中央区日本橋堀留
町2-1-1

1,511,400円
通常貸出が行われていないシンコースポーツ寒川アリーナの施設を利用して実施す
る事業の為。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

30 シニア元気ポイント事業
高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人 寒川町社
会福祉協議会

寒川町宮山401

1,290,300円
社会福祉法人寒川町社会福祉協議会は協議会内にボランティアセンターを有し、町
内のボランティアの取りまとめやボランティアと受け入れ施設との調整を行うノウ
ハウをもっており、当事業の運営体制も整っているため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

31
寒川町地域包括支援セン
ター運営事務委託

高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人 寒川町社
会福祉協議会

寒川町宮山401

47,824,589円

地域包括支援センターについては、介護保険法により平成１８年４月より、市町村
が設置し運営していくことが義務付けられており、寒川町の地域包括支援センター
は、平成１７年度開催の「寒川町地域包括支援センター運営協議会・寒川町地域密
着型サービス運営委員会」での意見を踏まえ、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会
へ委託することにより設置・運営をしている。
当該センターの業務内容は、高齢者に係わる総合相談、権利擁護・虐待防止、介護
予防ケアマネジメント、地域のケアマネジャー等の支援業務を行っており、利用者
となる高齢者等に対し、永年に渡って継続的に支援し続けていくことが求められる
とともに、当該センターの運営（委託）事業者や、担当職員が大きく入れ替わるこ
とは、利用者である高齢者等にとって身体・精神的な負担の増加となり、利便性を
欠くことになるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

32
ひとり暮らし老人等給食
サービス業務委託

高齢介護課
74-1111
（内線）131

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社 俵屋
寒川町一之宮8-6-13

株式会社 シニアライフ
クリエイト
東京都港区三田3-12-14
ニッテン三田ビル6F

単価契約
256円

対象となる高齢者に対する豊富な知識と経験が求められ、利用者に係る生活情報の
蓄積や町への安否情報の速やかな報告、および継続的な利用を通しての利用者から
の信頼感が大切となる。さらに、配達する弁当については、メニューの栄養バラン
スが良いものであると、管理栄養士に確認がされており、かつ調理師免許を持つ者
が調理を行うことが望ましいと考える。加えて、集金方法は利用者の生活実態に対
応するため、その都度の集金や月ごとの集金といった具合に利用者に便宜を図るこ
ととしており、当サービス利用者は継続利用する方が主であり高齢であることか
ら、毎年度運用が変わることは適切ではなく継続的な運用が求められるため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

33
寝たきり高齢者等おむつ
代助成事業委託

高齢介護課
74-1111
（内線）131

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人 寒川町社
会福祉協議会

寒川町宮山401

1,960,522円

当事業は、寒川町家族介護支援サービス事業実施要綱に基づき、紙おむつ等を在宅
で利用している方の家族に対しその費用を助成する事業であり、申請の相談・受付
や申請内容のチェック、決定通知の送付、振込手続きなどの事務処理が必要とな
る。
 (福)寒川町社会福祉協議会は、独自におむつ代助成事業を行っており、上記の事
務処理を適切に行うためのノウハウがあり、また、同事業を開始当初より受託し、
豊富な経験があり、業務についても誠実に遂行しているため

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

7 ページ
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34
生活管理指導短期宿泊事
業委託

高齢介護課
74-1111
（内線）131

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人 湘南広域
社会福祉協会

寒川町大蔵800

単価契約
１日あたり2,580円
生活保護世帯3,080円
老人短期宿泊加算300円

寒川町介護予防・生活支援サービス事業実施要綱第3条に基づき、自立高齢者で一
時的に養護する必要のある方に、養護老人ホームでの短期間の宿泊サービスを提供
し、日常生活を支援する事業となる。町内唯一の養護老人ホームのため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

35
生活支援コーディネー
ター配置事業委託

高齢介護課
℡ 74-1111
(内線)135

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人寒川町社会
福祉協議会

所在地 寒川町宮山401

7,598,380円

寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議設置要綱第2条第2項におい
て、寒川町生活支援・介護予防サービス基盤整備推進会議の所掌事務と定められて
おり、平成28年11月の会議において、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会（以下、
社協）に委託することが適当であるとの意見を得ました。また、生活支援コーディ
ネーターは、国の定める地域支援事業実施要項において、地域における助け合いや
生活支援等サービスの提供実績のある者、市⺠活動への理解があり、多様な理念を
もつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、コーディネー
ターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中
立な視点を有することが必要とされており、前述の会議においても、社協は、上記
の観点からも妥当であるとものとされています。加えて、社協は、寒川町地域包括
支援センターの運営においても業務を適正かつ円滑に実施している実績もありま
す。以上の理由により、本件の契約の性質及び目的が競争入札に適さないため。

地方自治法第１６７条の２第１
項第2号

36
認知症地域支援推進員配
置事業委託

高齢介護課
74-1111
（内線）133

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人 寒川町社
会福祉協議会

寒川町宮山401

6,377,000円

認知症地域支援推進員については、介護保険法により、市町村が地域包括支援セン
ター等に設置することとなった。
当該推進員の業務内容は、認知症に係わる相談や支援他、地域包括支援センターの
既存の業務領域と重なる部分が大きく、業務の遂行にあたり、当該センターとの協
力が必要不可欠である。
他法人に本業務を委託した場合、窓口を分散させ相談職員が入れ替わることは、利
用者である高齢者等にとって身体・精神的な負担の増加となる。さらに既存のデー
タを活用できないという点からも大きく利便性を欠くことになります。
これのことからも、本件の契約の性質及び目的が競争入札に適さないことから、地
方自治法第２３４条第２項に基づき、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号に該当するものとして、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会との随意契約を希望
する。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

37
介護保険パンフレット
「あんしん介護保険」

高齢介護課
74-1111
（内線）135

令和5年5月22日
株式会社 東京法規出版
東京都文京区本駒込2-
29-22

412,500円

現行のパンフレットは各担当及び包括支援センターの職員が取り扱う際に必要とな
る情報が適切に網羅されており、わかりやすいレイアウトとなっている。加えて毎
年同デザインの帳票を使用することで、内容変更があった場合にも、既利用者やそ
の家族等への説明が容易で、相手方も理解しやすいため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号

38
介護保険パンフレット
「介護保険負担割合証を
提示しましょう」

高齢介護課
74-1111
（内線）135

45068
株式会社 東京法規出版
東京都文京区本駒込2-
29-22

163,350円

現行のパンフレットは各担当及び包括支援センターの職員が取り扱う際に必要とな
る情報が適切に網羅されており、わかりやすいレイアウトとなっている。加えて毎
年同デザインの帳票を使用することで、内容変更があった場合にも、既利用者やそ
の家族等への説明が容易で、相手方も理解しやすいため。

  地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号
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随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

39
育児カタログ
（お祝いパッケージ事
業）

子育て支援l
課

℡ 74-1111
(内線)161

令和５年４月１日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

(株)ハーモニック

新潟県三条市北入蔵３丁
目１０−２０

3,399,660円
（単価契約＠9999 予定
数量340）

厳しいコロナ禍の不安な日々の中で出生された方へ敬意を表し、町では育児用品カ
タログを贈呈する「寒川町出産お祝いパッケージ事業」を子育て支援課窓口で行っ
ている。当該カタログには受付番号が登載されており、対象者からの申し込み状況
を、この受付番号で管理することにより、町も対象者の申し込み状況を適宜確認す
ることができ、また、この申し込み状況により、町が指定する品を受託者から対象
者へ直接送付することとしています。これらの仕様に対応できる業者が当該カタロ
グの販売元である「株式会社ハーモニック」のみであることから、当該業者との随
意契約を希望する。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

40 妊婦健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

神奈川県産科婦人科医会

齋藤助産院

医療機関専用 12,000円
2回目〜14回目 5,000円
多胎用      5,000円
事務費手数料   132円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

41 ４か月児健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会

茅ヶ崎市立病院

１件 ８，１７３円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

42 お誕生前健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会

茅ヶ崎市立病院

１件 ８，１７３円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

43 １歳６か月児健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会

茅ヶ崎⻭科医師会

１回 ２５，３００円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

44 ３歳６か月児健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会

茅ヶ崎⻭科医師会

１回 ２５，３００円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

45 視聴覚検診事業委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

(社)⻘い⿃
１件 １，８７０円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

46 乳幼児精密健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会

茅ヶ崎市立病院

健康保険法の規定による
「診療報酬の算定方法」
（平成20年厚生労働省告
示第59号）により算出し
た額から、医療保険各法
の規定による保険者負担
額を控除した額

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

47 妊婦⻭科健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎⻭科医師会
負担金あり 4,604円
負担金なし 5,104円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号
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48 産婦健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

神奈川県産科婦人科医会

齋藤助産院

産後2週・1か月 5,000円
事務費手数料   132円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

49 新生児聴覚検査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

神奈川県産科婦人科医会

齋藤助産院

自動ABR     3,000円
OAF       15,00円
事務費手数料 132円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

50 ２歳児⻭科健康診査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎⻭科医師会
１回 ２５，３００円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

51 産後ケア事業委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

医療法人下田産婦人科医
院 他１４件

01̲No.51̲別添内訳書 参照事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

52 （個別）予防接種委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会
茅ヶ崎市立病院
神奈川県立こども医療セ
ンター
神奈川県国⺠健康保険団
体連合会

01̲No.52̲別添内訳書 参照事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

53 （臨時）予防接種委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

茅ヶ崎医師会
負担金あり 7,456円
負担金なし  10,956円
消費税込み

事業実施に特定の者と契約する必要があり競争入札に適さないため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

54 風しん抗体検査委託
子育て支援課
℡ 74-1111
(内線)164

令和 ５年  ４月 １日
令和５年４月１日から
令和６年３月３１日まで

神奈川県国⺠健康保険団
体連合会

01̲No.54̲別添内訳書 参照
全国知事会と日本医師会を代表として締結される委託契約に対して、町の権限を委
任する形式の契約形態。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

55
道路維持補修作業委託
（単価）

道路課
℡ 74-1111
(内線)312

令和5年4月3日
令和5年4月3日から
令和6年3月31日まで

一般社団法人寒川建設業
協会
神奈川県高座郡寒川町宮
山１４１番地１

単価契約
（＠235,400）

多くの土木業者や造園業者、建築業者が所属する町内唯一の団体であり、道路とい
う複合的な性質を持つ施設を計画的かつ適切に維持管理することができるため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

56
寒川駅南口・北口エレ
ベーター等維持管理委託

道路課
℡ 74-1111
(内線)312

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

三菱電機ビルソリュー
ションズ株式会社 横浜
支社 さがみ支店
東京都町田市原町田４−
１９−９

4,461,600
寒川駅に設置された各昇降施設に精通しており、またその維持管理についての業務
実績もあることに加え、監視システムとの連携から緊急時の対応が円滑に行われる
ことが期待できるため

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号
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57 境界確認業務委託
道路課
℡ 74-1111
(内線)312

令和5年5月26日
令和5年5月26日から
令和6年3月31日まで

関東工営株式会社 他8
社

神奈川県茅ケ崎市香川四
丁目48番10号

01̲No.57̲【単価表】境
界確認業務委託

境界確認業務委託については、申請者の建築工事、土地の売買、相続等の理由によ
り申請されるものが主となり多くは早急な作業を求められ、通常の契約方法では契
約まで約１カ月かかり、申請者の求める完了期限を満たせない状況となる。また、
法務局資料、隣接境界確定図、過去査定資料、現場状況の解析等、現場を測量出来
ればよいという業務ではなく、幅広い知識が求められる業務であり、申請受理後速
やかに業務を依頼でき、業務を精度よく速やかに実施出来る過去実績のある９社と
の一括単価契約を結ぶ随意契約が適しているため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

58 道路台帳補正業務委託
道路課
℡ 74-1111
(内線)312

令和5年7月20日
令和5年7月20日から
令和6年3月31日まで

アジア航測株式会社

神奈川県川崎市麻生満福
寺1丁目2番2号

7,029,000

アジア航測株式会社は、昭和60年度より本業務委託を行っていることから、データ
が豊富に蓄積されており、本町道路の状況にも精通しているため、高品質の委託成
果や迅速な対応が可能。
平成25年度より、アジア航測株式会社が構築した管理システムを使用しており、同
社はそのシステムを熟知していることから、これらの業務等を的確に行うことがで
きる唯一の契約相手先であるため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

59
道路台帳管理システム保
守業務委託

道路課
℡ 74-1111
(内線)312

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

アジア航測株式会社

神奈川県川崎市麻生満福
寺1丁目2番2号

605,000
道路台帳の整備開始当初から現在まで道路台帳補正業務委託において、アジア航測
株式会社が構築した道路台帳システムを使用しており、他社では当該システムの保
守、点検を行うことができないため。

地方自治法施工令第167条の2第
1項第2号

60
橋りょう⻑寿命化修繕計
画改訂業務委託

道路課
℡ 74-1111
(内線)315

令和5年5月24日
令和5年5月24日から
令和6年3月29日まで

公益財団法人
神奈川県都市整備
技術センター

神奈川県茅ケ崎市
汐見台１番７号

4,257,000

公益財団法人神奈川県都市整備技術センター（以下、技術センター）にて運用する
「道路施設維持管理共同システム」（以下、共同システム）に蓄積された県内市町
村が管理する橋梁の点検・補修データを活用することで劣化予測、修繕費用の精度
向上のほか、統一的な基準のもと、点検データの精査や国・県・学識経験者を交え
た意見交換を行うことにより、他の市町村とのバラツキがない修繕計画の策定が可
能であること。
 また費用面についても、技術センターが他の２社と比較し大きく有利な結果であ
ること。

地方自治法施工令第167条の2第
1項第2号
地方自治法施工令第167条の2第
1項第7号
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61
ポスター掲示場撤去等委
託

選挙管理委員
会事務局
℡ 74-1111
(内線)215

令和5年4月1日
令和5年4月2日から
令和5年4月21日まで

株式会社タナカ東京支社
所在地 東京都千代田区
神田東松下町17

608,300円

・ポスター掲示場の規格（掲示場の区画の寸法や段数等）は、公職選挙法第１４４
条の２第６項及び神奈川県選挙管理委員会から指示を受けるものであること。ま
た、各投票区において設置されるべき数が政令で定められており間違いが許されな
い。また、ポスター掲示場の管理責任は設置した市町村の選挙管理委員会にあるた
め、その管理について常に留意していなくてはならず、ポスター掲示場が倒壊等し
て住⺠や通行者等の安全を脅かすようなことが無いよう、各設置場所に適した方法
で、確実に設置することが求められるため、一般の土木業者等では品質の担保が取
れない。
・また、当委託では設置すべき場所や各設置場所での留意事項（歩行者の安全や近
隣住⺠への配慮、⺠有地の塀・フェンス等の保護など）を熟知している必要があ
り、施工上の経験、知識を特に必要とし、ポスター掲示場に問題があった場合は早
急に対応する必要があるなど現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある。
・(株)タナカは、県内市町村のポスター掲示場設置の実績もあり、近隣市町村は、
当業者でなければ契約の目的を達成できないと考えている。また、寒川町内のポス
ター掲示場設置にも⻑年携わっており、過去にポスター掲示場の位置変更など迅速
に対応するなど実績もある。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

62
当日投票システム運用サ
ポート委託

選挙管理委員
会事務局
℡ 74-1111
(内線)215

令和5年4月1日
令和5年4月2日から
令和5年4月21日まで

株式会社ムサシ神静支店 528,000円 株式会社ムサシの当日投票システムを使用しているため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

63
テラック投票管理システ
ム受付端末用パソコン借
上

選挙管理委員
会事務局
℡ 74-1111
(内線)215

令和5年4月1日（契約
日）
令和5年4月4日から
令和5年4月14日まで（賃
貸借期間）

株式会社ムサシ神静支店 805,200円 当該製品の賃貸借取扱が（株）ムサシのみのため
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

64

寒川町⻑選挙及び寒川町
議会議員補欠選挙ポス
ター掲示場制作・設置・
撤去等委託

選挙管理委員
会事務局
℡ 74-1111
(内線)215

令和5年7月27日
令和5年7月27日から
令和5年9月2日まで

株式会社タナカ東京支社
所在地 東京都千代田区
神田東松下町17

2,294,160円
令和5年7月27日開催の立候補予定者事前説明会の参加者数により区画数等の仕様を
確定したため

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第５号

65
当日投票システム運用サ
ポート委託

選挙管理委員
会事務局
℡ 74-1111
(内線)215

令和5年6月30日
令和5年7月3日から
令和5年8月28日まで

株式会社ムサシ神静支店 528,000円 株式会社ムサシの当日投票システムを使用しているため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

66
テラック投票管理システ
ム受付端末用パソコン借
上

選挙管理委員
会事務局
℡ 74-1111
(内線)215

令和5年6月30日（契約
日）
令和5年8月19日から
令和5年9月8日まで（賃
貸借期間）

株式会社ムサシ神静支店 805,200円 当該製品の賃貸借取扱が（株）ムサシのみのため
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号
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随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

67
ストリートスポーツ普及
推進事業委託

スポーツ課
℡ 74-1111
(内線)271

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社 ＵＣＨＩＮO
兵庫県神⼾市灘区土山町
13-27

17,054,400

現在、人口減少社会の中で生産年齢人口を中⼼とした人口確保が基礎自治体の急務
であり、その競争は激化の一途を辿っている中で各市町村がそれぞれ自治体の魅力
を創造・発信しております。
本町においては、人口減少社会に対応し、持続可能なまちづくりを進めていくため
の対策である「寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標２に位置付け
た町の認知度の向上を図るため、一つの手段として、2019年の春にＡＲＫ ＬＥＡＧ
ＵＥ（スケートボード、ＢＭＸ，ブレイクダンス）による世界大会を開催し、日本
全国のみならず、世界中から競技者が本町に集い、大きくメディア等に取り上げら
れたところであります。
本町では、ストリートスポーツが東京2020オリンピックを契機に今後の普及や発展
を予測して、いち早く施策として取り込むことで、スポーツ振興の観点から、健康
づくりや地方創生事業を通じて更なる認知度の向上を図り、人口減少社会の中でも
生産年齢人口の獲得に向けた一手として、当該業務を令和元年5月1日から実施して
まいりました。
東京2020オリンピックにおいて、ストリートスポーツ競技における日本人選手の大
活躍を契機として、低年齢の子ども達を含め、急速に競技人口が増加し、全国各地
でスケートパークの建設が着手されている社会現象が見られ始めたことからも、本
町においても当該業務を継続することは、町⺠へのスポーツをするきっかけづくり
と場の提供及び競技力の向上を目指す場の創出、また、町の認知度の向上及び地域
経済の活性化等の相乗効果が期待できるものであります。
当業務の実績として、令和5年度の利用者数は3，153人（令和6年2月末現在）と
なっており、定期的に町⺠向けに無料体験教室も開催しております。また、トップ

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第2号

68
スポーツ公園等汲取清掃
委託

スポーツ課
℡ 74-1111
(内線)272

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社 寒川公衆衛生
社

神奈川県高座郡寒川町一
之宮4-11-32

2,496,780

本委託業務について、寒川町内でし尿収集運搬業を行う際には、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第7条第1項に規定されているし尿収集運搬業の許可を受ける必要
があります。有限会社寒川公衆衛生社はその許可を受けている寒川町内外で唯一の
業者であり、当該業務に精通し適正に業務が行われていることから、有限会社寒川
公衆衛生社との随意契約とするものです。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第2号

69
寒川総合体育館吸収式冷
温水発生機漏洩部位特定
調査業務委託

スポーツ課
℡ 74-1111
(内線)272

令和5年9月22日
令和5年9月22日から
令和5年11月30日まで

株式会社 ＳＫサービス
神奈川県高座郡寒川町大
曲２−８−１４

748,000

寒川総合体育館に設置されている吸収式冷温水発生機1台が気密不  良により緊急停
止となった。
今回の故障に伴い、施設に現在導入されている3台(No1〜No3号機)  中2台(No2,3号
機)が故障となり、残りの1台(No1号機)が本年度末にリース更新予定となってお
り、令和5年11月中に入れ替えのための分解作業が開始されるため、現状を放置す
ると冬季に空調機がすべて稼働しない状態となる。
 
 寒川総合体育館は広域避難所となっており、空調が利用できない場合に避難者の生
活環境が悪化し、身体に悪影響を及ぼす可能性がある。
今後、No3号機の修繕が実施可能であるか、更新又はリースを行う必要性が生じる
かを検討するためにも、緊急に調査委託を行うものである。
ついては、緊急を要するため寒川総合体育館の吸収式冷温水発生機の点検業務を指
定管理者より再委託されており、吸収式冷温水発生機の状況や現場状況を把握して
いる株式会社SKサービスと随意契約を希望する

地方自治法施行令第167条の2第
1項第5号

13 ページ



随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

70
寒川総合体育館武道場及
びサブアリーナ空調機設
置工事監理委託料

スポーツ課
℡ 74-1111
(内線)272

令和5年6月20日
令和5年6月20日から
令和6年3月29日まで

株式会社 三浦設計室
藤沢市南藤沢３−１２−
７０６

4,719,000

寒川町では近年の猛暑を受け、令和5年度に寒川総合体育館内で空調機が設置され
ていない武道場及びサブアリーナに空調機の設置を  行うため、武道場及びサブア
リーナ空調機設置工事(電気設備工事)   、武道場及びサブアリーナ空調機設置工事
(機械設備工事)、武道場びサブアリーナ空調機設置工事(建築)を発注しておりま
す。
 各種工事は密接に関連しているため、スポーツ施設と災害時における広域避難所と
しての機能を強化する目的を最大限に発揮するためには、実施設計時の経緯をふま
えた設計意図を工事施工者に正確かつ迅速に伝達する必要がある。
また、当該工事は体育館の営業を行いながら、かつ特定の工事期間内に工事を完了
させる必要があるが、設計等の変更が発生した場合、監理委託業者と実施設計者が
異なる場合は、建築士法第19条に基づき実施設計者へ承諾を求める必要があるた
め、円滑かつ適正に設計変更を行うために当該工事の実施設計受注者であり、工事
条件及び現場状況の他に実施設計における町の設計方針を熟知している(株)三浦設
計室との随意契約を希望する。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

71
令和5年度寒川町LoGo
チャット利用料

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ワイイーシーソ
リューションズ

所在地
横浜市中区山下町22番地

1,330,560円 契約希望業者が当該サービスを取り扱う唯一の代理店のため。
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

72
住⺠情報システム定期
オーバライト作業委託

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ワイイーシーソ
リューションズ

所在地
横浜市中区山下町22番地

4,290,000円

本契約は、現在稼働中の町基幹システムであるＣＯＫＡＳ−Ｒ／ＡＤⅡ（住⺠情報
システム）の定期的なソフトウェア更新を適用する作業を委託するもので、既設の
設備等と密接不可分の関係にあり、他の業務に影響を及ぼさずに作業をするために
は既設の設備等に精通していることが必要不可欠である。また、他者に施工させた
場合、意図せず障害が発生した場合の責任体制が不明確になるなど、著しい支障が
生じる恐れがあることから、既設設備の導入及び運用実績のある株式会社ワイイー
シーソリューションズとの随意契約を希望します。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

73
⼾籍システム保守作業委
託

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ワイイーシーソ
リューションズ

所在地
横浜市中区山下町22番地

1,848,000円

本契約は、既存の⼾籍システムの運用にあたり必要となる、更新作業及びメンテナ
ンス作業、また、障害発生時の対応や復旧作業等を行うことから、既設の設備等と
密接不可分の関係にあり、他の業務に影響を及ぼさずに作業をするためには既設の
設備等に精通していることが必要不可欠である。また、他者に施工させた場合、意
図せず障害が発生した場合の責任体制が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐
れがあることから、既設設備の導入及び運用実績のある株式会社ワイイーシーソ
リューションズとの随意契約を希望します。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

14 ページ



随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

74
システム標準化に係る
Fit＆Gap分析支援業務委
託

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年11月16日
令和5年11月16日から
令和6年3月11日まで

株式会社ワイイーシーソ
リューションズ

所在地
横浜市中区山下町22番地

6,930,000円

本契約は、既存の⼾籍システムの運用にあたり必要となる、更新作業及びメンテナ
ンス作業、また、障害発生時の対応や復旧作業等を行うことから、既設の設備等と
密接不可分の関係にあり、他の業務に影響を及ぼさずに作業をするためには既設の
設備等に精通していることが必要不可欠である。また、他者に施工させた場合、意
図せず障害が発生した場合の責任体制が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐
れがあることから、既設設備の導入及び運用実績のある株式会社ワイイーシーソ
リューションズとの随意契約を希望します。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

75
神奈川情報セキュリティ
クラウドサービス提供業
務委託

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

ネットワンシステムズ株
式会社

所在地
東京都千代田区丸の内二
丁目７番２号 JPタワー

8,056,567円

平成２７年５月の日本年金機構の個人情報流出問題を受け、平成２７年１２月２５
日付総行情第７７号総務大臣通知により、都道府県が、市町村と協力してインター
ネットの接続口の集約やセキュリテ
ィ監視の共同利用を実現する「自治体情報セキュリティクラウド」の構築をする役
割を担うこととなり、平成２８年６月２日付け神奈川県知事通知「神奈川情報セ
キュリティクラウドの利用について」
等に基づき、神奈川情報セキュリティクラウド（以下、「ＫＳＣ」という。）を利
用している。
 神奈川県の契約するＫＳＣサービス提供事業者であるネットワンシステムズ株式
会社が上記の条件を満たす唯一の事業者であるため、随意契約を希望。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

76
電子申請システムLINE
連携機能追加業務委託

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年6月15日
申込日から令和5年８月
３１日までに完了

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ関⻄

所在地
大阪市北区堂島３丁目１
番２１号NTT DATA
堂島ビル

550,000円

本契約は、町で既に利用しているe-kanagawa電子申請システムにおいて、LINE連
携機能を追加するものである。
e-kanagawa電子申請システムは、神奈川県及び県内市町村で共同利用をしてお
り、神奈川県が電子申請システム提供事業者と契約をし、システムを利用している
各市町村は負担金を県へ支出している
。
LINE連携機能については、オプションとなるため各団体で契約が必要となり、また
e-kanagawa電子申請システムのオプション機能のため既存のe-kanagawa電子申請
システムのサービスを提供している事業者のみが提供可能である。
神奈川県が契約する電子申請システムのサービス提供事業者である株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ関⻄が上記条件を満たす唯一の事業者であるため、同者との随
意契約を希望します。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

77
健康管理システム標準化
に係るFit＆Gap分析支援
業務委託

デジタル推進
課
℡ 74-1111
(内線)553

令和5年12月15日
令和5年12月15日から
令和6年3月11日まで

株式会社日立システムズ
神奈川支店

所在地
横浜市⼾塚区吉田町292
番地

858,000円

本契約は、標準準拠システムの仕様と、現在稼働中の町健康管理システムの仕様の
差異を確認・分析作業を委託するもので、これらの作業を正確に行うためには、現
行システムの構成や特性等に関して精通していることが不可欠となる。
また、同作業の実施にあたり、管理者機能により現行システムを操作する必要があ
り、他者に操作させた場合、意図せず障害が発生した場合の責任体制が不明確にな
るなど、著しい支障が生じる恐れがある。
 現行システムの導入及び運用保守事業者である株式会社日立システムズが上記の
条件を満たす唯一の事業者であるため、同者との随意契約を希望します。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号
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随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

78
寒川町下水道台帳公開シ
ステム構築委託

下水道課
℡ 74-1111
(内線)331

令和5年 4月28日
令和5年4月28日から
令和6年3月31日まで

株式会社日水コン横浜事
務所

所在地 神奈川県横浜市
中区相生町4-75

2,453,000円
下水道台帳（以下『台帳』）の一般公開、台帳データのバックアップ、災害発生時
の台帳閲覧、資産管理と台帳との紐づけなど、複数の課題解決のための唯一の委託
先であるため。

地方自治法施行令第167条2第１
項第2号

79
令和５年度 事業場排水
水質調査分析業務委託

下水道課
℡ 74-1111
(内線)335

令和5年 4月3日
令和5年4月3日から
令和6年3月31日まで

公益財団法人 神奈川県
下水道公社

所在地 神奈川県平塚市
四之宮四丁目19番1号

1,310,933円
特定事業場等から排水される水質を調査分析するため、相模川流域下水道び処理場
の全体管理を行っている（公財）神奈川県下水道公社へ委託する。

地方自治法施行令第167条2第１
項第2号

80 流量維持管理委託
下水道課
℡ 74-1111
(内線)335

令和5年 4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社  ダイワ

所在地 神奈川県平塚市
東豊田369番地

11,000,000円

相模川流域下水道への流入水量を測定すため、過年度より（株）ダイワが流量計等
を設置し計測を行っている。委託業者が代わるとことで計測機器等の交換により委
託費用が増大し、作業中のデーターが計測出来なくなるため、引き続き(株)ダイワ
へ委託する。

地方自治法施行令第167条2第１
項第2号

81
一之宮小学校体育館系統
給水配管更新工事

教育施設給食
課

令和5年11月22日
令和5年11月22日から
令和6年3月15日まで

(株)サンエーサンクス
所在地 神奈川県高座郡
寒川町倉見968-1

3,410,000円
埋設給水配管の漏水のため、地盤沈下等の恐れがあることから、早急な対応が必要
だったため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第5号

82
寒川東中学校北棟屋上防
水改修工事

教育施設給食
課

令和5年12月25日
令和5年12月25日から
令和6年3月15日まで

(株)GSC
所在地 神奈川県藤沢市
石川6-3-6

15,367,000円
強風により屋上シート防水が剥離し、飛散する恐れがあるほか、雨漏りによる授業
への影響があることから、早急な対応が必要だったため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第5号

83
庁舎トイレ洗浄液等交換
委託

財産管理課

℡ 74-1111
(内線)533

令和5年4 月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

日本カルミック株式会社

所在地 東京都千代田区
九段南1丁目5番10号

1,441,440円
庁舎に設置されているトイレ洗浄機ユニットは日本カルミック(株)製であり、既存
の設備及び消耗品が同社の特許製品であり、他社で取り扱いがないこと、また、消
耗品等の迅速な部品調達や故障時等の高度かつ詳細な対応が可能なため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

84 庁舎雨漏り修繕

財産管理課

℡ 74-1111
(内線)533

令和5年9月26日
令和5年9月26日から
令和5年12月28日まで

株式会社GSC
所在地 神奈川県藤沢市
石川6丁目3-6

1,298,000円

雨漏りの被害を最小限に止める必要があり、緊急修繕を実施するにあたり、修繕箇
所に対し3年間の保証が付き、かつ県内自治体で多くの実績があるため。 地方自治法施行令第167条の2第

1項第5号

85 電話交換機中継台修繕

財産管理課

℡ 74-1111
(内線)533

令和5年11月27日
令和5年11月27日から
令和6年2月29日まで

株式会社日立システムズ
フィールドサービス
横浜オフィス東日本営業
本部横浜営業部

所在地：神奈川県横浜市
⻄区北幸2丁目6-26

990,000円 早急な修繕が必要なこと、また電話保守点検委託業者で実施する必要があるため。
地方自治法施行令第167条の2第
1項第5号
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随意契約締結結果報告書
契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

86
ふるさと納税サポートプ
ラン

財政課

℡ 74-1111
(内線)234

令和5年4月1日契約締結
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

レッドホースコーポレー
ション株式会社

所在地
東京都墨田区横綱1-10-
5KOKUGIKAN FRONT
BUILDHING

各ポータルサイト寄附金
額の6％

レッドホースコーポレーション株式会社は、各ふるさと納税サイトにて受付した寄
附者情報の管理、返礼品の在庫管理・発送管理及び寄附者からの問合せ対応管理等
を一元管理できるシステムを有し、かつそのシステムを当町からも利用できるよう
環境を構築することができます。
また、ふるさと納税の受入は、通年で行われるものであり、業務の安定性や継続性
が求められます。そのため、委託業者の変更に伴う、寄附情報の管理の引継や返礼
品提供者への新たな事務負担の発生及びそれらに伴う寄附金額の減少のリスク等を
避けるため、前年度と同じ事業者と引き続き契約する必要があります。
以上により、条件及び仕様等の設定上、同業他社を選択する余地のない性質・目的
を備えるものとなるため、随意契約としています。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

87
 統一的な基準に基づく
財務書類作成業務委託
契約

財政課

℡ 74-1111
(内線)234

令和5年6月1日から
令和6年3月31日

税理士法人 TMS

東京都練馬区氷川台4-
47-18

1,980,000円（税込）

税理士法人ＴＭＳは平成28年度から契約実績があり、かつ統一的な基準に基づく財
務書類の作成と分析に熟知している税理士が在籍しています。そのため、税理士法
人ＴＭＳは、当町の基礎データの処理、財務書類の作成及び分析の支援を、効率的
かつ円滑に行うことができ、新規の場合と比較し、想定する委託業務量の大幅な軽
減を図ることが可能となります。
また、前年比較等の経年的な財務分析等の業務内容を履行するにあたり、委託先を
変更した場合、財務等データの分析に時間を要することや、報告形式の変更により
単純比較が困難になる等、著しい支障が発生すると考えられ、前年度と同じ法人に
引き続き委託することが効率的かつ効果的と考えられます。
以上により、条件及び仕様等の設定上、同業他社を選択する余地のない性質・目的
を備えるものとなるため、随意契約としています。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

88 商標権更新委託契約

産業振興課

tel 74-1111
（内線）763

令和5年12月1日
令和5年12月20日から
令和6年2月20日まで

野本・桐山国際特許事務
所

所在地 東京都港区⻄新
橋2-8-4寺尾ビル7階

620,360円
令和5年10月11日付けでEʼs Samukawaの商標権更新の委託について入札の依頼をし
ましたが、令和5年10月31日付で競争参加資格確認申請者が1者に満たなかったため

地方自治施行令法167条の2第1
項8号

89
水防対策支援サービス委
託

町⺠安全課

内線464

令和5年 4月1日
令和5年 4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ウェザーニュー
ズ

3,366,000円

水防対策支援情報、避難指示等の意思決定支援情報、防災情報活用ツール、災害報
告書作成支援、庁舎内の情報連携システム等、株式会社ウェザーニューズ独自の技
術、ノウハウを活用し運用を図る必要がある。
また、ウェザーニューズが町⺠向けサービスとして提供する、分かりやすく集約さ
れた防災情報は、株式会社ウェザーニューズ独自のサービスであり、自主避難意識
を高めるため、必要不可欠なものであるため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第1項第2号

90
デジタル移動通信システ
ム遠隔制御装置移設業務
委託

町⺠安全課

内線464

令和5年 4月3日
令和5年 4月3日から
令和5年 5月19日まで

三愛電子工業株式会社 477,400円
機構改⾰により、防災業務を主観とする町⺠部⻑の座席が移動したことに伴い、災
害時の通信に不可欠なデジタル移動通信システム遠隔制御装置を早急に移設する必
要が生じたため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第1項第2号
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契約件名 課名 契約締結日・契約期間 契約相手・住所 契約金額 随意契約理由 （参考）該当条文

91
耐震性貯水槽点検清掃委
託

町⺠安全課

内線464

令和5年 12月5日
令和5年 12月5日から
令和6年3月15日まで

株式会社勝栄工業 1,628,000円

耐震性貯水槽は、地震等の災害が発生した際に、避難者の生命に直結する飲料水
や、医療救護所としての機器等を維持するために水として必要不可欠であり、災害
対策上の重要な施設である。
また、貯水槽の点検清掃については災害対応の給水、空気弁、緊急遮断弁等の特殊
な装置の作動点検や分解清掃、修繕の対応など、技術と経験を要し、慎重な管理が
求められる。
耐震性貯水槽を適正に運用するためには定期的な点検と清掃作業が必要となり、毎
年１施設の委託を実施しており、今年度は寒川小学校が該当する。
町内で唯一作業実績があり、かつ、昨年度も同様な業務を良好に遂行した実績があ
り、過去に同業務を発注していた神奈川県茅ヶ崎水道営業所からも作業良好との回
答があるため。

地方自治法施行令第１６７条の
２第1項第2号

92 消防業務委託

町⺠安全課

℡ 74-1111
(内線)６１０

令和5年４月１日
令和5年４月１日から
令和6年３月３１日まで

茅ヶ崎市
628,931,000円 茅ヶ崎市と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する「規定」、「規約の協

議書」「消防業務の経費等に関する協定」に基づくもの
地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

93 放置自転車対策業務委託

町⺠安全課

℡ 74-1111
(内線)462

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社サンエーサンク
ス

所在地 神奈川県高座郡
寒川町倉見968番地1

1,706,100円

放置自転車対策業務委託契約にあたり、放置されている自転車等に警告札等を貼付
し指導啓発を行う際に苦情やトラブル等に対応する必要があるため警備の資格を有
していることとともに、放置自転車等保管場所の管理を行う際に当保管場所には管
理棟がないため事業所が町内にあり、迅速に対応できることが必要。更に放置自転
車等の撤去運搬を行うための自転車運送業務(緑ナンバー登録)の車両で、重い放置
自転車等を安全に運搬することに適した2tトラック(リスト付き)を保持しているこ
と。以上３つの条件を有機的に満たしているかどうか町内の警備業登録業者4社を
確認したところ、(株)サンエーサンクスしか該当しなかったため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

94
茅ヶ崎市消防署宮山出張
所建設支援アドバイザ
リー業務委託

町⺠安全課

℡ 74-1111
(内線)６１０

令和5年8月15日
令和5年8月15日から
令和6年3月29日まで

一般財団法人 地方自治
体公⺠連携研究財団
所在地
東京都千代田区九段南1-
5-6 りそな九段ビル5階
KSフロア

737,000円

茅ヶ崎市との消防広域化に伴う茅ヶ崎市消防署宮山出張所の整備について公募型プ
ロポーザル方式により事業者を選定。
町では前例がない募集要項、要求水準書、提出書類様式集、評価基準及び契約書案
を令和5年9月末までに完成させなければいけないこと、各種書類について法的な契
約手続きが広範囲に及ぶことから専門的な視点を持った機関への作成支援の委託が
必要。
時間的な制約も勘案し、令和2年9月からPPP/PFI事業について財政管理課と共同研
究している一般財団法人 地方自治体公⺠連携研究財団は、現在の町の状況や本事
業の背景も十分把握しているため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

95 筒井地域集会所屋根修繕

町⺠協働課

℡ 74-1111
(内線)732

令和５年５月２３日
令和５年５月２３日から
令和５年５月３１日まで

株式会社 にこにこリ
ホーム

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮2-7-36

146,300円
地域集会所を安全に利用できるようにするために、早急に修繕をする必要があるた
め。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第５号
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96 小動地域集会所屋根修繕

町⺠協働課

℡ 74-1111
(内線)732

令和５年７月３１日
令和５年７月３１日から
令和５年８月３１日まで

株式会社 にこにこリ
ホーム

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮2-7-36

166,000円
地域集会所を安全に利用できるようにするために、早急に修繕をする必要があるた
め。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第５号

97
倉見地域集会所エアコン
室外機配管修繕

町⺠協働課

℡ 74-1111
(内線)732

令和５年８月９日
令和５年８月９日から
令和５年９月３０日まで

株式会社 サンエーサン
クス

所在地 神奈川県高座郡
寒川町倉見968番地1

99,000円
地域集会所を安全に利用できるようにするために、早急に修繕をする必要があるた
め。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第５号

98
小谷地域集会所集会所外
非常階段修繕

町⺠協働課

℡ 74-1111
(内線)732

令和５年１１月６日
令和５年１１月６日から
令和５年１２月２８日ま
で

株式会社 サンエーサン
クス

所在地 神奈川県高座郡
寒川町倉見968番地1

368,500円
地域集会所を安全に利用できるようにするために、早急に修繕をする必要があるた
め。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第５号

99
大蔵地域集会所コンク
リートブロック塀修繕

町⺠協働課

℡ 74-1111
(内線)732

令和５年１１月６日
令和５年１１月６日から
令和５年１２月２８日ま
で

株式会社 にこにこリ
ホーム

所在地 神奈川県高座郡
寒川町一之宮2-7-36

179,300円
地域集会所を安全に利用できるようにするために、早急に修繕をする必要があるた
め。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第５号

100
令和5年度住基ネットシ
ステム運用保守委託

町⺠窓口課
℡ 74-1111
(内線)175

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ワイイーシーソ
リューションズ

1,518,000円
現在稼働している基幹システムの導入元であり、その保守を電算部門と履行中。同
システムは基幹システムに対して密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以
外に履行させると既存のシステムの運用に支障が生じるおそれがあるため。

地方自治法第１６７条の２第１
項第２号

101
個人番号カード交付事務
人材派遣委託

町⺠窓口課
℡ 74-1111
(内線)175

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

株式会社アデコ 4,272,483円

年度当初より現在提供されているクオリティと同等を保つ必要があり、複数の派遣
会社に確認したところ年度当初ではない期間開始の契約は困難との回答があった。
窓口に置いて的確かつ円滑な業務を確保する上で、昨年度より業務に関わっている
派遣職員を継続して雇用する必要があるため。

地方自治法第１６７条の２第１
項第２号

102
コンビニ交付システム保
守委託

町⺠窓口課
℡ 74-1111
(内線)175

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ワイイーシーソ
リューションズ

511,500円

現在稼働している基幹システムの導入元であり、その保守を電算部門と履行中。当
該住基情報を出力する同システムは基幹システムに対して密接不可分の関係にあ
り、同一システム開発者以外に履行させると既存のシステムの運用に支障が生じる
おそれがあるため。

地方自治法第１６７条の２第１
項第２号

103
令和5年度茅ヶ崎市斎場
運営維持事業斎場運営維
持管理委託

町⺠窓口課
℡ 74-1111
(内線)175

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

茅ケ崎市⻑ 31,325,070円
茅ケ崎市と寒川町の火葬の事務委託に関する協議書に基づき、茅ヶ崎市との契約を
行わなければ契約の目的を達成できないため

地方自治法第１６７条の２第１
項第２号

104
公園施設等維持補修委託
（単価契約）

都市計画課

℡ 74-1111
(内線)326

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

寒川建設業協会
代表企業 株式会社金子
建材土木
代表取締役 金子一茂
所在地 神奈川県高座郡
寒川町宮山141-1

@235,400円
公園は複合施設であり、どの施設に不具合が発生した場合であっても計画的かつ適
切に対応するためには、多くの造園業者、建築業者及び建設業者が加盟している団
体である必要があるため

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号
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105
寒川町コミュニティバス
運行業務委託（小型）

都市計画課

℡ 74-1111
(内線)322

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

有限会社 香川第一交通
代表取締役 大澤武廣
所在地 神奈川県茅ヶ崎
市下寺尾428-1

18,193,200円

コミュニティバスの運行業務は、専門的な知識、経験、ノウハウが必要な業務であ
る。有限会社香川第一交通は、寒川町内を運行するタクシー事業者で狭隘道路の運
行経験があり、道路運送法第4条許可を有していることから、利用者の安全面の確
保等において優れた事業者である。同社とは平成２６年度から現在まで小型車両に
よる運行業務契約を結んでおり、寒川町でのコミュニティバス運行に関して豊富な
経験を有している。
また、現在運行しているコミュニティバス小型車両3台は、有限会社香川第一交通
が所有しており、5年間の償却を終えている状況である。新規事業者の場合、新た
な車両購入費及び開設費がかかるうえ、路線定期運行に係る許可など、準備に相応
の時間がかかる。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

106
寒川町コミュニティバス
運行業務委託（中型）

都市計画課

℡ 74-1111
(内線)322

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

神奈川中央交通株式会社
取締役社⻑ 今井 雅之
所在地 神奈川県平塚市
八重咲町6番18号

27,059,400円

コミュニティバスの運行業務は、専門的な知識、経験、ノウハウが必要な業務であ
る。神奈川中央交通株式会社は、県内外において、数多くのコミュニティバス運行
業務の受託実績があり、道路運送法第4条許可を有していることから、利用者の安
全面の確保等において優れた事業者である。同社とは平成１４年度から現在まで委
託契約を結んでおり、寒川町でのコミュニティバス運行に関して豊富な経験を有し
ている。
また、現在東ルートを運行しているコミュニティバス車両２台は神奈川中央交通株
式会社がすべて所有しており、いずれの車両も平成30年度に更新したばかりで、10
年償却の4年目を終えたところである。新規事業者の場合、新たに車両購入費及び
開設費がかかるうえ、路線定期運行に係る許可など、準備に相応の時間がかかる。

地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号

107 花川用水路清掃管理委託

農政課

℡ 74-1111
(内線)752

令和5年5月11日
令和5年5月11日から
令和5年12月31日まで

花川用水組合

所在地 神奈川県高座郡
寒川町田端524

1,054,625円

花川用水組合は、用水利用者である耕作者の多くが所属する組合であり、配水状況
をよく理解している。豪雨などにより、通水に支障があり、解決までに時間を要し
た場合は、道路冠水などの恐れがあり、早期の解決が重要である。花川用水組合に
おいては、近くに住んでいる組合員が対応できるため、他事業者が受注した際と比
べ、臨場から問題を解決するまでに掛かる時間が短く、費用も安価に作業できるた
め。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

108
基幹相談支援センター等
機能強化事業委託契約

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 藤
沢相談支援ネットワーク
理事⻑ ⿑藤祐二

所在地：神奈川県藤沢市
辻堂神台２丁目２番１号
アイクロス湘南２階

15,000,000円

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワークは町内に基幹相談支援センターを設
置しています。
障害者等は、継続的な支援が必要であり、特定非営利活動法人藤沢相談支援ネット
ワークは、寒川町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱第４条に規定される適
切な事業運営を行うための当該業務委託の要件を満たしています。

根拠法令：地方自治法施行令１
６７条の2第1項第2号
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109
寒川町障害者相談支援事
業委託契約

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 藤
沢相談支援ネットワーク
理事⻑ ⿑藤祐二

所在地：神奈川県藤沢市
辻堂神台２丁目２番１号
アイクロス湘南２階

17,000,00円

特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワークは町内に指定相談支援事業所を設置
しています。
障害者等は、継続的な支援が必要であり、特定非営利活動法人藤沢相談支援ネット
ワークは、寒川町相談支援事業実施要綱第３条に規定される適切な事業運営を行う
ための当該業務委託の要件を満たしています。

根拠法令：地方自治法施行令１
６７条の2第1項第2号

110
寒川町障害者相談支援事
業委託契約

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

社会福祉法人 翔の会
理事⻑ 河内智恵子

所在地：神奈川県茅ヶ崎
市芹沢７８６番地

15,000,000円

社会福祉法人翔の会は町内に指定相談支援事業所を設置しています。
障害者等は、継続的な支援が必要であり、社会福祉法人翔の会は、寒川町相談支援
事業実施要綱第３条に規定される適切な事業運営を行うための当該業務委託の要件
を満たしています。

根拠法令：地方自治法施行令１
６７条の2第1項第2号

111

令和５年度寒川町地域活
動支援センター事業及び
地域活動支援センター機
能強化事業委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 と
もだち

所在地：神奈川県高座郡
寒川町宮山１０番地３号

8,465,000円

地域活動支援センターについては、障害者総合支援法により地域生活支援事業とし
て市町村が設置し運営していくことが義務づけられています。
 当該センターの業務内容は、障害者等に対し、創作的活動及び生産活動の提供、
社会との交流の促進等の便宜を図ることを目的としています。ＮＰＯ法人 ともだ
ちは寒川町において⻑年にわたり在宅精神障害者地域作業指導事業を実施し、ま
た、法に基づく就労継続支援Ｂ型事業所としての実績もあります。当該センター
は、町内で唯一の地域活動支援センターでもあるため、当該センターを運営するＮ
ＰＯ法人 ともだちと随意契約することを希望します。

根拠法令：地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第３号該当

112 手話奉仕員養成事業委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

寒川町聴覚障害者協会
会⻑ ⻑谷川光男

所在地：神奈川県高座郡
寒川町宮山1978-15

523,000円

手話は独特の言語であり、誰でも教えられるものではありません。寒川町聴覚障害
者協会は手話を言語とする当事者の団体であり、過去の実績からも丁寧かつ親切な
指導で参加者からの信頼も厚く、事業運営も良好なため、業務委託を行うのに適し
ています。

根拠法令：地方自治法施行令１
６７条の2第1項第2号

113
障害福祉総合システム運
用保守委託料

福祉課

℡ 74-1111
(内線)144

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(株)ワイイーシーソ
リューションズ

1,485,000円

システムの運用保守に際しては、同システムの使用に支障を生じることなく保守を
実施する必要があります。
 株式会社ワイイーシーソリューションズは、同システムの導入元であり、また、
保守・メンテナンス等作業実績や信頼性が極めて高いためです。

根拠法令：地方自治法施行令１
６７条の2第1項第2号

114
障害者自立支援給付審査
支払等システム改修委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)144

令和6年3月1日
令和6年3月1日から
令和6年3月31日まで

(株)ワイイーシーソ
リューションズ

1,149,500円
既存のシステムと密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以外の者にシステ
ム改修を履行させると、既存のシステムの運用に支障が生じるおそれがあるため、
株式会社ワイイーシーソリューションズとの随意契約を希望します。

根拠法令：地方自治法施行令１
６７条の2第1項第2号

115
低所得世帯支援給付金給
付システム導入及び運用
保守業務委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和5年6月5日
令和5年6月5日から
令和5年11月30日まで

(株)ワイイーシーソ
リューションズ

3,476,000円

当該給付金は、地方自治法施行令第165条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必
要により競争に付することができないときに該当するものとして随意契約が容認さ
れた価格高騰緊急支援給付金と同趣旨であり、町⺠生活に直結した緊急性を有する
委託契約のため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当
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116
低所得世帯支援給付金専
用コールセンター業務委
託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和5年6月14日
令和5年7月1日から
令和5年7月31日まで

（株）ネオキャリア 2,145,000円

当該給付金は、地方自治法施行令第165条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必
要により競争に付することができないときに該当するものとして随意契約が容認さ
れた価格高騰緊急支援給付金と同趣旨であり、町⺠生活に直結した緊急性を有する
委託契約のため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

117
低所得世帯追加給付金給
付システム導入及び運用
保守業務委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和5年12月19日
令和5年12月19日から
令和6年3月31日まで

(株)ワイイーシーソ
リューションズ

4,075,500円

当該給付金は、地方自治法施行令第165条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必
要により競争に付することができないときに該当するものとして随意契約が容認さ
れた低所得世帯支援給付金と同趣旨であり、町⺠生活に直結した緊急性を有する委
託契約のため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

118
低所得世帯追加給付金専
用コールセンター業務委
託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和6年1月17日
令和6年1月17日から
令和6年2月16日まで

（株）ネオキャリア 2,145,000円

当該給付金は、地方自治法施行令第165条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必
要により競争に付することができないときに該当するものとして随意契約が容認さ
れた低所得世帯支援給付金と同趣旨であり、町⺠生活に直結した緊急性を有する委
託契約のため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

119
均等割のみ課税世帯への
給付システム導入及び運
用保守業務委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和6年1月31日
令和6年1月31日から
令和6年6月30日まで

(株)ワイイーシーソ
リューションズ

3,668,500円

当該給付金は、地方自治法施行令第165条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必
要により競争に付することができないときに該当するものとして随意契約が容認さ
れた低所得世帯支援給付金と同趣旨であり、町⺠生活に直結した緊急性を有する委
託契約のため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

120
低所得世帯への子ども加
算給付システム導入及び
運用保守業務委託

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和6年1月31日
令和6年1月31日から
令和6年6月30日まで

(株)ワイイーシーソ
リューションズ

4,213,000円

当該給付金は、地方自治法施行令第165条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必
要により競争に付することができないときに該当するものとして随意契約が容認さ
れた低所得世帯支援給付金と同趣旨であり、町⺠生活に直結した緊急性を有する委
託契約のため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

121
福祉活動センター外階段
塗装修繕

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和5年10月27日
令和5年10月27日から
令和6年3月22日まで

株式会社サンエーサンク
ス

659,190円
設備の不具合により緊急時において利用者の安全な使用に支障をきたすことから早
急な修繕が必要なため。
  

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

122
福祉活動センタースロー
プ修繕

福祉課

℡ 74-1111
(内線)142

令和6年1月17日
令和6年1月17日から
令和6年3月28日まで

株式会社サンエーサンク
ス

1,127,280円
設備の不具合により利用者の安全な使用に支障をきたすことから早急な修繕が必要
なため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号該当

123

重度障害者医療費、ひと
り親家庭等医療費及び小
児医療費の療養費におけ
る審査及び支払い事務に
関する委託契

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

神奈川県国⺠健康保険団
体連合会

1,089,000円
(124番と合わせた予算
額）

 当該医療費の審査及び支払い事務については、神奈川県国⺠健康保険団体連合会
以外に事務を行える委託業者がないため

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当

124

重度障害者医療費、ひと
り親家庭等医療費及び小
児医療費における審査及
び支払い事務に関する委
託契

福祉課

℡ 74-1111
(内線)143

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

神奈川県国⺠健康保険団
体連合会

1,089,000円
（123番と合わせた予算
額）

 当該医療費の審査及び支払い事務については、神奈川県国⺠健康保険団体連合会
以外に事務を行える委託業者がないため

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当
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125

障害福祉サービス請求内
容チェックシステム（オ
クトパスver.4）スタンド
アロン版1台 賃貸契約

福祉課

℡ 74-1111
(内線)144

令和5年4月1日
令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

株式会社ニック 594,000円

既存住⺠情報システム内の障害サービスのデータ突合機能では、請求審査機能及び
集計機能が不十分であり、管理及び審査体制の整備のため、別途請求内容をチェッ
クする体制を構築する必要があります。全国で500の自治体を超えて採用され、か
つ、既存住⺠情報システムとの連携が改修をせずに可能と確認されているシステム
は同システムしかないため。

根拠法令：地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当

126
寒川町３保育所測量等委
託

保育幼稚園課

℡ 74-1111
(内線)151

令和5年8月7日
令和5年8月7日から
令和6年2月22日まで

公益社団法人神奈川県公
共嘱託登記土地家屋調査
士協会

所在地 神奈川県横浜市
⻄区楠町１８番地

3,188,900円
保育園敷地の測量及び登記手続きを行うもので、この業務は土地家屋調査士法にお
いて、土地家屋調査士でなければできない業務であるため。

地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号

23 ページ


